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1.「 性 別 」 問題

「性別」(男 女)に 係 わる問題が近年、さまざまな形で、語 られるようになった。例えば、少

子化 ・合計特殊出生率 ・未婚 ・離婚 ・非婚 ・不倫 ・恋愛幻想 ・夫婦別姓 ・第3号 被保険者 ・配偶

者特別控除 ・DV(ド メスティク ・バイオレンス)・ 次世代育成 ・育児 ・介護 ・仕事 と子育ての

両立 ・待機児童 ・代理出産 ・生 と生殖 ・男女役割分業 ・男女共同参画社会 ・女性差別撤廃 ・世界

女性会議 ・フェミニズム ・反フェミニズム(バ ックラッシュ)・ 女性学 ・男性学 ・男女雇用機会

均等法 ・女性労働 ・賃金格差 ・セクシュアルハ ラスメン ト・性暴力 ・性虐待 ・レイプ ・ 「慰安

婦」 ・売買春 ・児童売春 ・児童ポルノ ・児童虐待 ・人身売買 ・同性婚 ・同性パー トナー ・同性

愛 ・ゲイ ・レズビアン ・トランスジェンダー ・インターセ ックス ・性同一性障害 などである。ま

た、学校 における家庭科の男女共修化や男女混合名簿、職業呼称の変更(例 えば看護婦か ら看護

師 ・看護士へ)、 鉄道会社の女性専用車両、病院の女性専用外来、入場料 のレデイースディの設

定、書類への性別記載の廃止、「ジェンダーフリー」論争など、性別男女に関係する変化 も目立

つようになっている。このように、性別に関する賛否のいかんにかかわ らず、様 々なところで問

題が顕在化 しているのが昨今の特徴である。

このような現象は、この数年の時代変化 として認識可能であるが、実のところ、その背後 には

20世 紀における時代の流れが横たわっているようだ。例えば、先に挙げた日本の 「男女共同参

画社会」 を理解するためには、最低限、世界の第二次世界大戦後の時代の流れを念頭におかない

と、誤解 を招 くことが多 くある。少なくとも以下のような時代的背景を押 さえておくことが必要

だ と思われる。

男女共同参画社会を理解するための基本的事項

①国際社会を舞台にしたさまざまな会議 ・条約の流れ

国際連合発足(1945年)

世界人権宣言(国 連1948年)

国際人権規約(1966年 国連採択 ・1976年 発効)

*し いの のぶお 文教大学国際学部
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第2波 フェミニズム(女 性解放運動)(1960年 代後半～)

女子差別撤廃宣言(国 連1967年)

国際婦人年(1975年 国連宣言)

第1回 世界女性会議(世 界行動計画採択)(1975年 メキシコ市)

「国連婦人の10年 」(1975-1985)(1975年 国連決議)

第2回 世界女性会議(女 子差別撤廃条約署名)(1980年 コペ ンハーゲ ン)

女子差別撤廃条約(1979年 国連採択 ・1980年 署名 ・1981年 発効)

第3回 世界女性会議(2000年 に向けての将来戦略)(1985年 ナイロビ)

第4回 世界女性会議(行 動綱領採択)(1995年 北京)〈 ジェンダーの視点 〉

(女性2000年 会議)「 国連特別総会2000年 会議」(成 果文書)(ニ ューヨーク)

「北京+10」(世 界女性会議)(2005年 開催 ピンチ説)

② 日本国家 における① に対応する政策 ・立法の流れ

総理府に 「婦人問題企画推進本部」設置(1975年)

(婦人の10年)「 国内行動計画」策定(1977年)

国際人権規約(社 会権規約 と自由権規約)批 准(1979年)

女子差別撤廃条約署名(1980)

国籍法改正(1984)

男女雇用機会均等法制定(1985)

女子差別撤廃条約批准(1985)

「西暦2000年 に向けての新国内行動計画」策定(1987年)

育児休業法施行(1992年)

総理府 「男女共同参画推進本部」設置(1994年)

育児 ・介護休業法改称(1995年)

男女共同参画審議会 「男女共同参画 ビジョン」答 申(1996年)

男女共同参画推進本部 「男女共同参画2000年 プラン」発表(1996年)

厂男女共同参画社会基本法」施行(1999年)

「男女共同参画基本計画」閣議決定(2000年)

③② を実行するための個別法のうごき

児童福祉法改正(1998年)

男女雇用機会均等法改正(1999年 施行)(SH防 止義務)

児童買春 ・児童ポルノ禁止法(厂 児童買春、児童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護に

関する法律」)(1999年 施行)

ス トーカー規制法(2000年 施行)

DV防 止法(「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(配 偶者暴力防止法)」)

(2001年10月 施行)

育児 ・介護休業法改正(2002年)

次世代育成支援対策推進法(2003年7月 施行)(05年 から10年 間の時限立法)

少子化社会対策基本法(2003年9月 施行)

性 同一性障害者の性別取 り扱い特例法(2003年7月 成立)

出会い系サイ ト規制法(「 インターネッ ト異性紹介事業を利用 して児童を誘引する行為の規制
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等に関する法律」)(2003年9月 施行)

母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法(2003年7月 成立)(5年 の時限立法)

配偶者特別控除廃止(2004年)

DV防 止法改正(2004年)

こうした時代背景を念頭 において、なぜ、「性別」が問題になるのかを本論文では検討 してみた

い と思 う。

2.「 社会」の変容

なぜ、「性別」が問題 になるのか、 という問いの答 えを、本論文では 「社会」の変容 という現

象に見出してみたいと思う。では 「社会」の変容 とは何 なのか、変容する 「社会」とは何なのか

を考察 してみることにする。

2.1『 近代社会』の誕生

本論では 「社会」 とは、つまるところ 「近代社会」のことだと把握することにする。そ して

「近代社会」は、16世 紀以降の西欧に誕生 した社会のことと理解 してお く。つまり 「近代社会」

はmodern.societyの ことと概念化 し、modemsocietyの ことを 『近代社会』 と表記することにする。

『近代社会』と 「近代社会」 は似て非なるものである。『近代社会』は日本で自然に発生 した社会

ではな く、日本では、この西欧に誕生 した 『近代社会』に明治以降、影響 されて日本 「社会」と

なり、日本 「近代社会」になっていったのである。では、西欧 『近代社会』はどのような 『社会』

(society)な のだろうか。その特色は何 なのだろうか。(西 欧 『近代社会』以前に、実は 「社会」

はなかったのであ り、西欧 『近代社会(modemsociety)』 が 『社会(society)』 の原型を作 ったの

である。)

『近代社会』の構成要素は、様々に考察 できるだろうが、本論では とりあえず、『近代 国家

(modemstate)』 と 『産業社会(industrialsociety)』 と 『市民社会(civilsociety)』 の諸要素の複合

体 と把握 してお くことにす る。15世 紀末 ぐらいから西欧(初 めはスペインやポル トガル、16世

紀末か らはイギリス ・オランダ ・フランス、17世 紀半ばからはイギリスとオランダ)は 、大航

海時代 に入 り、地理上の 「発見」を契機 にして非西欧(ア メリカ ・アフリカ ・アジアなど)を 植

民地化 していったのだ。 ヨーロッパ(織 物)・ アフリカ(奴 隷)・ アメリカ(金 銀)の 三角貿易

(大西洋奴隷貿易)の 始まりであ り、商業革命が もたらされた。西欧キリス ト教世界では、16世

紀から17世 紀にかけて宗教改革が起 こり、 カ トリックとプロテスタントの宗教対立がキリス ト

教世界にもたらされた。プロテスタンティズム(特 にカルビニズムや ピューリタニズム)が 、そ

の後の近代社会の成立 に大 きな役割 を果た してゆ くことになる。また、14世 紀か ら15世 紀にか

けてイタリアにルネサ ンス(文 化再生運動)が 起こり、西欧に波及 していった。人間中心の近代

文化(人 文主義=人 間主義、世俗主義=現 世主義、合理主義=理 性主義、個人主義=要 素主義な

ど)へ 転換する契機 となっていったのである。

2.2『 近 代 国 家 』 の 成 立

こ う した 中で 『近 代 国 家(modemstate)』 が 成 立 した の は 、 三 十 年 戦 争(1618～1648>を 集 結

させ た ウ ェス トフ ァ リ ア条 約(1648)以 降 の こ とだ と言 わ れ て い る 。 こ こ で 『近 代 国 家 』 と言 っ
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ているのは 『主権国家(sovereignstate)』 のことである。また、 この条約は 「神聖ローマ帝国の

死亡証明書」とも言われているのである。

三十年戦争とは、ハプスブルク家と神聖 ローマ帝国の領邦Territorium(ド イツ王国)で のキリ

ス ト教 の新旧教徒の宗教対立を発端とした紛争で、皇帝 ・旧教徒派(ス ペイン帝国)と 新教徒派

(デンマーク王国 ・スウェーデン王国 ・ノルウェー王国 ・フランス王国など)の 諸王国間の領土

争奪戦争になっていった。ハ プスブル ク家は、西欧で最 も由緒ある名門王家の一つで、15世 紀

から19世 紀当初 までの神聖ローマ帝国皇帝の全 てを出 した家門である。16世 紀半ばにオース ト

リア系 とスペイ ン系 に分立 し、オース トリア皇帝とスペイン王位(16世 紀 ・17世 紀)を 占めて

いた。スペイン帝国では18世 紀にスペイン継承戦争 も起 きていたが、オース トリアでは啓蒙専

制君主 となった。(第 一次世界大戦後1918年 に王朝は崩壊 した。)神 聖ローマ帝国は、中世初期

以降ローマ帝国を継承するものとして ドイツ地域(東 フランク王国)を 領域 とした帝国である。

16世 紀以降、帝国の実体 は ドイツ王国に矮小化 していき、「ドイッ国民の神聖ローマ帝国」 と改

名 されていた。

諸王国間の三十年戦争 を終結するための講和会議が、1644年 ごろから具体化 してい き、 ドイ

ッ王国のウェス トファリア(ヴ ェス トファー レン:Westphalia)地 方の2都 市で協議 された。こ

の会議に参加 したのは、神聖ローマ帝国 ドイツ王国の領邦66ヵ 国、スペイン帝国、フランス王

国(ブ ルボン家)、 スウェーデン王国、オランダ(ネ ーデルラント連邦共和国)な どの交戦国ば

か りでなく、直接 には参戦 しなかったローマ教皇 ・ヴェネツィア国などであ り、参加人数148人

で、西欧史上最大の、そ して最初の 「国際」紛争解決のための 「国際」講和会議が開かれたのだ。

この会議では、議事進行手続 きも一か ら決定 しなければならず、講和会議の開催中も、実は戦闘

は継続中であったのだ。そ して数年後の1648年 になってやっとのことで会議 に終止符が打たれ、

ウェス トファリア条約が調印されたのだ。

このウェス トファリア条約によって、各領邦国家に主権 と独立 と領土が認め られたのである。

近代国家=主 権国家の体制が確立 されていったのだ。フランス とスウェーデンは、領土を拡大 し、

神聖 ローマ帝国議会に議席を獲得 し、発言権 を確保 していった。フランス(ブ ルボン家)が 西欧
一の強国 として台頭するようにな り

、神聖ローマ帝国 とハ プスブルク家(オ ース トリア ・スペイ

ン)は 弱体化 し、衰退 してゆくことになる。条約が 「神聖 ローマ帝国の死亡証明書」 と言われる

所以である。そ して ドイツの各諸侯(約 三百の領邦君主)は 、宗派選択権を獲得 し、それぞれの

領土 に主権 を持つことが認め られ、また同盟締結権(外 交 自主権)も 認め られるようになった。

これは ドイツ神聖ローマ帝国内の諸邦分立体制の確立であ り、 ドイツの政治統一が遅れる一因

になった。 またスイス(連 邦)と オランダには、神聖ローマ帝国からの分離 と独立が正式 に承認

された。この条約は、世界秩序の維持装置 としての近代 国家 を、SOVereignty『主権』をもつ独立

の存在 として承認 していったのである。

か くして近代国家は、『領土(territory)』 『人民(people)』 『主権(sovereignty)』 の3要 素か ら

構成 されるもの と理解せれるようになっていった。 したがって 厂国際」社会 とは、『主権国家』

間の関係で成 り立つ社会のこととなっていったのである。「国際」社会では、「国家の国家 に対す

る闘争」が 「自然状態」 になる可能性 もあることになる。『主権』 とは、逆に言えば、近代国家

の最高 ・独立 ・絶対の権力(統 治権)な のである。

2.3『 産業社会』の登場
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16世 紀 ・17世 紀 に大航海時代に入 り、商業革命がもた らされた西欧において、フランスとの

植民地争奪競争 に勝 ったイギリスは、18世 紀に第一次帝国を建設 していた。17世 紀 にイギリス

は、宗教改革 ・ピューリタン革命を経て、共和制を樹立 したが、名誉革命 を通 して立憲王政を確

立 し、こうした市民革命 によってイギリスの絶対王政は終わ りを告げていた。また二度のエ ンク

ロージャー(土 地囲い込み)に よって18世 紀に農業革命が起 こり、農業における資本主義的土

地所有制度が確立 し、独立自営農民(中 産層)が 没落 し、農民たちは賃金労働者化 していった。

こうした背景の中でイギリスでは1770年 代から1830年 代 にかけて産業革命が起こり、社会構

造が根本的に変化 し、近代資本主義経済体制が確立 し、『産業社会(industrialsociety)』 カミ登場 し

たのである。これは、生産技術の急激 な発展 に伴 う社会 ・経済上の大改革であった。問屋制家内

工業やマニュファクチャア(工 場制手工業)に 代わって大規模 な工場制機械生産が支配的にな り、

資本主義体制が確立 されたのである。蒸気機関などなどの発明は、機械工業の独立的発展 を可能

にしていったのだ。イギリスは 「世界の工場」の地位 を獲得 し、世界 の陸地の1/4を 植民地に

するほどの大英帝国を築いた。産業革命の結果 として、農業社会から資本主義的工業社会(『 産

業社会』)に 変容 し、人口の移動、都市化が発生 し、大量の賃金労働者(プ ロレタリアー ト)が

産み出された。人々の生活は、伝統的な農村生活から人工的な都市生活に適応が迫られ、工場労

働 の賃金労働者の生活様式が支配的になったのだ。各地の 「産業革命」 はイギ リスのこうした

『産業社会』の影響を受けて、米国 ・フランス ・ベルギーなどでは1830年 代に、 ドイッでは19世

紀中頃に、日本やロシアでは19世 紀末に始まったと言われている。

2.4『 市民社会』の成立

ウェス トファリア条約(1648)以 降、『主権国家』としての近代国家を確立 した西欧諸国にお

いては、君主を中心 とする絶対王政(絶 対主義:絶 対君主政体)の 中央集権的国家体制(君 主主

権国家)が 打ち立てられていた。王権神授説 と重商主義の経済理論 を援用 しながら、封建制的土

地所有 と身分制の封建制度 を維持 していたのだ。

ウェス トファリア体制 において強国 として台頭 してきたフランス王国(ブ ルボン家)は 、17

世紀 に絶対王政の全盛期を迎えていた。フランスの絶対王政は旧体制(ア ンシャン ・レジーム)

と呼ばれ、領主制 と身分制の封建制度が維持されていた。18世 紀後半のフランスでは、ブルボ

ン王朝の財政改革での失政があり、さらに第三身分(平 民)、 とくに大多数の農民や都市の下層

民衆は、苦 しい生活 を強い られていた。その中で経済力をもつ都市の商工業者(ブ ルジョワジー)

が台頭してきた。彼 らは啓蒙思想やアメリカ合衆国の独立に影響 を受けていた。第二身分の貴族

たちは、王権 を制限する目的で、「三部会」 の招集 を国王(ル イ16世)に 要求 した。第三身分

(都市ブルジョワジー)が 「三部会」 を 「国民議会」に改称 し憲法制定 を求めている中、1789年

7月14日 にパ リの民衆は(絶 対王政の象徴 としての)バ スティーユ牢獄 を襲撃 したのである。

国民議会は8月4日 に封建制を廃止 し、8月26日 に人権宣言(「人間と市民の権利に関する宣言」)

を採択 した。フランス(ブ ルジョア)市 民革命 は、旧体制 としての封建制度 と(ブ ルボン)絶 対

王政を打破 し、国民公会 を成立 させ、共和制を宣言 したのである。 こうした18世 紀のフランス

革命、その前の17世 紀のイギリスのピュー リタン革命 ・名誉革命、そして18世 紀のアメリカ独

立革命、さらに19世 紀の ドイッ三月革命などが、市民革命の典型 となっていった。(ブ ルジ ョア)

市民革命 は、『市民社会civilsociety』 の成立契機 となり、政治的自由や私有財産制を確立 し、資

本主義社会へ道を開き、三権分立原則の 『近代国家』を樹立 し、国民主権の 『近代国家』、国民
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国家 としての 『近代 国家』を確立 したのである。市民社会の理念 は、 自由 ・平等 な 『個人』

(individual)で 構成 される近代社会であ り、啓蒙思想や自然法思想 を基盤 とするものである。

か くして18世 紀の西欧に本格的に 『近代社会』(の 社会構造)が 確立 されたのである。こうし

て始動 した 「近代社会』は、 さらに、19世 紀 ・20世紀 ・21世紀 と変容することになる。19世 紀

の 『近代社会』(の 社会構造)と20世 紀の 『近代社会』(の 社会構造)そ して21世 紀の 『近代社

会』(の社会構造)は 異 なり、『近代社会』の社会構造 は変動 し、変化 し、変容 しているのだ。こ

の変容の検討は、別の機会に譲って、次節では日本の 厂近代社会」への変動 をかいま見ることに

する。

3.日 本 の 「近代社会」化

日本がこの ような 「近代社会」(の 社会構造)に 変動 していったのは、2節 でも述べた ように、

明治政府以降のことである。明治政府 は、江戸幕府の幕藩体制の崩壊の後、いわゆる明治維新

(大政奉還、王政復古など)の 過程を経て、日本に天皇制統一国家 としての 「近代国家」 を創造

していったのである。日本は封建体制から資本主義経済体制へ移行 してい くのである。こうした

一連の改革 は 「御一新」あるいは明治維新 と呼ばれている。明治政府は日本 を 「近代社会」にす

るために諸政策を断行 していったのである。

3.1明 治維新 ・王政復古

江戸時代の天保の飢饉(1833-36)以 降、百姓一揆 ・打毀(加 茂一揆1836年 、大塩の乱1837年 、

信達一揆1866年 、武州一揆1866年 な ど)お よび世直 し一揆(え え じゃないか1867-68年 な ど)

が各地で多発 していたが、幕府の対策は不十分であり、幕藩体制は危機を激化 させていた。

18世 紀以来、欧米の船が頻繁 に日本 に くるようになっていたが、幕府 は鎖国 を続 けていた。

1846年 にビッドル(ア メリカ東 イン ド艦隊司令長官)が 浦賀 に来航 し通商を求めた時も、幕府

は拒絶 していた。1853年 にはフィルモア第13代 米国大統領(1850-53年)の 国書 を持って幕府に

開国を迫ったペ リー(東 インド艦隊指令長官:ア メリカ膨張主義者)が 浦賀沖に来航 した。その

時幕府は、その国書 を正式に受け取ったのだ。同年、ロシア使節プゥチャーチンも長崎に来航 し

て開国を求めた。1854年 には幕府 は、再来航 したペリーと、艦隊武力の威力に屈 して神奈川条

約(日 米和親条約)を 調印せ ざるをえなかった。ここに日本の鎖国か ら開国への第一歩が記され

たのだ。1854年 に日英和親条約の調印、1855年 に日露和親条約の調印、1856年 に日蘭和親条約

の締結がなされた。自由貿易 を求める米国のハリス駐 日総領事は、1857年 に下田条約 を調印 し、

1858年 に幕府 と日米修好通商条約(最 初の包括的通商条約)を 締結 した。この(不 平等条約の)

調印および蘭 ・露 ・英 ・仏 との同様の修好通商条約(安 政五力国条約)の 締結 によって、江戸幕

府 は1639年 以来堅持 して きた鎖国体制を解 き、開港 し、貿易 を開始 したのだ。日本は、欧米の

「国際秩序」 および資本主義経済体制 に編入されていったのだ。

こうした中で、思想対立が激化 し、武士たちの世論は(尊 皇)攘 夷論対(佐 幕)開 国論 という

形で分裂 した。攘夷論は、儒教の中華思想に由来する封建的排外思想で、外夷(=外 人)を 排撃

し鎖国を主張する議論である。本来別系譜の思想である尊皇論 と合流 したのが、尊皇攘夷論(尊

攘派)で 、(後 期)水 戸学は幕藩体制の再強化策とした。日米修好通商条約締結に際 して、朝廷

は鎖国 ・攘夷の意を示 したが、幕府(井 伊直弼大老)は 、勅許を得ずに条約調印を断行 した。 こ
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の条約勅許問題および安政の大獄(幕 府再建策)(1858-9年)を 機 に、尊攘派は反幕(幕 藩体制

反対)を 強化 していった。尊皇攘夷運動は、桜田門外の変(1860年)で 井伊直弼を暗殺 し、朝

廷権力の復活運動 となったが、現実的基盤 を持てずに、四国艦隊下関砲撃事件(1864年)や 薩

英戦争(1863年)の 後、攘夷の不可能性が明確 になっていき、倒幕(幕 府打倒)運 動 に変わっ

ていったのだ。開国論は、江戸時代の鎖国廃止論のことである。ペ リー来航以後の幕府の現実的

政策であった。尊皇攘夷論に対抗 し、佐幕論(幕 府の政策 を是認する議論)・ 佐幕派 と結合 して

佐幕開国論になっていった。

倒幕運動は、薩長同盟の結成(1866年)後 に本格化 していった。桜田門外の変以後、幕府は

公武合体策によって幕藩体制を再建 しようとした。公武合体派の諸藩(陸 奥会津藩 ・薩摩鹿児島

藩など)は 、尊皇攘夷派(長 州萩藩など)を 京都から追放した(文 久3年1863年8月18日 の政変)。

さらに幕府は、蛤御門の変(1864年)で 朝敵 となった長州藩を征伐 した(1864年)が 、第二次

の征伐の時(1866年)に は、鹿児島藩では倒幕派が台頭 し、薩長 同盟が結成 されていたが故に、

長州藩は幕府軍を敗退 させたのである。こうして幕府の権威が失墜することとなった。幕府は、

1867年10月14日 に、形式的に 「大政奉還」(朝 廷に政権 を返上)の 上表を朝廷 に提出 したので

ある。

1854年 の開国以降、尊攘論 は変形 して薩長 同盟締結後は尊皇倒幕論が勢力 を増 していた。尊

皇倒幕派(薩 長の朝廷方)は 、1867年10月14日 に討幕の密勅 をえて、1867年12月9日 に政変を

決行 し 「王政復古の大号令」を発 し、天皇を中心 とする新政府を樹立したのだ。倒幕派は、小御

所会議(御 前会議)で 、公議政体論(土 佐藩)を 抑えて、新政府から徳川家の排除を決めた(辞

官納地)。 ここに江戸幕府は滅亡 したのである。

旧幕府佐幕派は、朝廷方の新政府(倒 幕派)に 反発 し、1868年 に戊辰戦争(内 戦)(鳥 羽伏見

の戦、北越戦争、会津戦争、彰義隊の戦い ・上野戦争、五稜郭の戦 ・箱館戦争など)が 生 じたが、

翌年までに新政府側の勝利で、内戦 は終了 したのである。 この間、新政府は、1868年(明 治元

年)1月15日 に王政復古を諸外国公使 に通告 し、3月14日 に天皇が百官を従 えて神々に誓うとい

う形で 「五ヵ条の誓文」(祭 政一致 ・天皇親政の明治政府の基本方針)を 公布 して公議世論の尊

重や開国和親などの政策理念の基本を示 し、翌 日には庶民に対 して 「五榜の掲示」 を掲 げて五倫

の道(儒 教道徳)を 説 き、また閏4月 に政体書 を制定 して中央集権の太政官制 を整備 し、7月 に

江戸を東京 と改め、9月 に年号を明治 と改元 し一世一元の制をうち立てた。翌年、東京 に事実上

遷都 した。1869年 に各藩 に版籍奉還を命 じ、1871年 に廃藩置県 を断行 した。1870年 には、神道

国教化のために大教宣布が行われていた。1872年 に壬申戸籍 を作成 し、1873年 に徴兵令 を公布

し、秩禄処分(1876年 までの華士族への家禄支払の廃止政策)の 施行、地租改正(1873-81年 の

土地制度 ・税制の改革)が 続 き、1877年 に西南戦争(反 政府の反乱)が 生 じたが、政府軍が鎮

圧 したのである。ここに日本の政治統一が完成 した。新政府の課題は、旧来の藩体制を廃止 して、

天皇を中心 とした中央集権国家体制(「 近代国家」)を確立することであった。

3.2明 治政府の目標

新政府の最大の目標は、(英 ・蘭 ・西 ・葡 ・仏 ・独 ・露 ・米の)欧 米列強に伍 して、「近代 国家」

を成立させ、植民地とならずに国家の独立を維持するように 「強国」 を作ることであった。「近

代 国家」 とは、中央集権国家を意味 していた。そこで新政府は、「富国強兵」「殖産興業」 「文明

開化」 を政策の合い言葉に、日本の 「近代社会」化 を推 し進めるために、欧米のさまざまな近代
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制度を導入 していったのだ。開国和親の方針の下、新政府は、大規模 な使節団を欧米諸国に派遣

し、『近代社会』の諸制度 を視察 し、『近代国家』の政治や経済の状況を学び、日本の近代化を進

めていった。そして立憲政体の政治の必要性が認識 されるようになって きたのだ。

「富国強兵」(国 の財力を豊かに富 ませ、兵力を強 くすること)は 、明治政府の掲げた中心的

課題を示すスローガンであ り、富国=殖 産興業による資本主義化 と、強兵=近 代的軍事力の増強

をめざした ものだ。新政府は、まず近代的な軍隊をつ くる計画を進めた。廃藩置県 とともに、藩

兵を解散させ、全 ての兵権 を太政官の正院(内 閣?)の 兵部省に治めて、1873年 に国民皆兵の

政府軍を作 るための徴兵令 を公布 した。か くして武士の軍隊に代わって徴兵制度の一般国民か ら

成る軍隊がで きたのだ。徴兵令 による軍隊の創設は、奇兵隊の経験や欧米の兵制 に学んだ長州藩

の大村益次郎や陸軍卿 山県有朋 によって推進 された。血税一揆(徴 兵令反対一揆)も あったが、

1889年 に免役規定を廃止 し国民皆兵の原則が確立 された。また1874年 には東京警視庁 も設置さ

れ警察制度が整備 された。

「殖産興業」は、資本主義経済体制への移行のために明治政府が展開 した近代産業保護育成政

策である。「富国」政策の重要部分である。強国の建設のためには、国力をつけなければならず、

国力の基礎 は経済力だと考えられたのだ。新政府は、欧米か ら産業機械 ・技術 を輸入 し、官営工

場を設立 し、輸入機械払下げなどで私企業の育成 もした。技師や教師の御雇外国人を指導者 とし

て欧米の学術 ・知識が移入 され、経済諸制度が整備 され、工部省の管轄 した官営工業(軍 事工

業 ・製鉄 ・造船 ・鉱山 ・鉄道 ・製糸 ・紡績 など)の 経営が行 われ、近代産業が育成されたのだ。

封建的諸制度は撤廃 され、近代の 「産業社会」の発展のための基礎が築かれた。貨幣制度 ・金融

制度 ・銀行制度 ・郵便制度 ・電信制度 ・鉄道制度 ・海運制度などが制定されていった。屯 田兵制

度で北海道の開拓 を行い、官業払い下げによって官営工業の工場や鉱山は、旧財閥 となる政商

(ブルジョワジー)(三 井 ・三菱 ・住友 ・安田など)に 渡 っていった。

「文明開化」は、明治初期の近代化 ・欧化現象の風潮のことである。新政府の近代化政策の展

開によって、社会生活全般 にわたって欧米の思想や生活様式が流入された。啓蒙思想家たちは、

天賦人権論を唱え、「自由」・「平等」・「個人」・「権利」・「国民」などの思想 を広め、近代の社会

制度についての知識を啓蒙 した。新政府 は、欧米諸国の学校教育制度 を取 り入れ、1872年 に学

制を公布 した。

生活の面では西洋風俗がひろまった。洋服 ・洋食 ・散髪などの習慣が現れたのだ。東京の銀座

では煉瓦造 りの建物、 ガス灯、馬車 ・人力車が名物 となった。1872年 に太陽暦 も採用 された。

活版印刷術の発達 により、 日刊新聞が発行 され、1874年 には明六社の 『明六雑誌』 も発行 され

ていた。実の ところ、こうした(上 か らの近代化 としての)欧 米の風俗 ・習慣が広まったのは、

主に東京などの大都会や、役所 ・学校 ・軍隊の中だけだった。新政府の上からの近代化は、やが

て自由民権運動 と対立するようになっていった。新政府 は1875年 に讒謗律 ・新聞紙条例 を制定

し、言論の取 り締 まりをしたのである。その後 に1889年 に大 日本帝国憲法が発布 され、1890年

の国会開設 によって天皇制の 「近代 国家」体制は完成 されたのだ。

3.3明 治政府の日本の 「近代社会」化の困難

以上、明治政府の日本社会の 「近代化」のプロセスをかいま見 てきたが、明治政府の 日本の

「近代社会」化 は、想像 を絶す るほどの 「大変」 なことや多 くの困難 を伴 っていたようである。

どのような意味かと言うと、明治維新 まで、日本 には 「社会」「近代社会」「国家」「国民」「産業」
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「市民」 という言葉 は全 く存在 していなかったのであ り、そのような概念が全 くない所か ら、日

本の 「近代社会」化 を確立することを始めざるをえなかったからである。欧米では少なくともそ

れまで100年 あまり展開 してきた 『社会』『国家』『市民社会』とい う概念が存在 しているが、日

本にはその時、そうした言葉 さえ無かったのである。

2節 で見てきたように、欧米では 『近代社会』は 『近代国家』『産業社会』」 『市民社会』の複

合体 と把握することがで きるだろう。その 『近代社会』を、明治政府 はおそらく 「富国強兵」

「殖産興業」「文明開化」および 「天皇制」で作 りだそうとしたのであろう。『近代国家』は、「富

国強兵」 として、天皇制の中央集権国家に変形 していたのである。『近代国家』の構成要素であ

る 『領土』『人民』『主権』のうち、 とりわけ 『主権(sovereignty)』 概念の理解ができなかった

ようである。sovereignty『 主権』は、「主権」 と今や訳されているが、その概念内容は理解でき

ないままであるのは、明治維新の時と同様 なのだろう。『主権』はおそらく国権(国 家権力)と

解され、 さらに国権は王権 とな り、王権=君 主制であ り、君主制=天 皇制 と解 されているのだろ

う。 しか し 『近代国家』では、『国家』は取 りも直さず 『主権国家』のことなのであ り、国際社

会は、こうした主権国家関係の社会のことなのである。『近代国家』は君主制 中央集権国家であ

る必然性はないが、 日本の 「近代国家」は天皇制国家としてしか概念理解できな くなっているの

だ。

『産業社会』は、厂殖産興業」 として、「富国」のための産業育成国家に変形 していったのだ。

「殖産興業」 としての 「産業社会」は、国営の資本主義経済 となり、国家産業あるいは産業国家

のこととなったのである。「産業」は、官営の殖産(=産 業 を盛んにすること)・興業(事 業 を興

すこと)の ことであ り、「産業社会」は産業国家であ り、産業と国家は常に一体の ものなのであ

る。

『市民社会』は、「文明開化」のうちの天賦人権論思想 としてのみ流布 し、「近代社会」の構成

要素 としては必ず しも認知 されなかったのだ。「自由」・厂平等」な 「個人」は思想の世界にしか

な く、天皇制国家(あ るいは立憲君主制)に おいては 『市民平等』ではな く、「四民平等」でし

かないのだ。皇族 ・華族 ・士族 ・平民の差別意識は恒常化されているのである。このようにして

「近代社会」「近代国家」 を開始 して きたのが、日本なのである。これが日本の 「近代社会」化の

内実なのである。 日本の 「近代社会」は 『近代社会』の変形なのである。

4.『 近代社会』の変容 と 「性別」問題

欧米の 『近代社会』は、『近代国家』『産業社会』『市民社会』を構成要素 として、その中にあ

る種の 『性別(SEX)』 のあ り方を組み込んできた。『近代社会』は 『国民国家』 としての 『近代

国家』において男女二分法的性別観 を自然化 してきた。『国民』は男か女であ り、男女二分法的

性別観を持っているのだ。 また 『近代社会』は、『産業社会』を、性別役割分業的性別観に基づ

いて構成 したのだ。男は公的領域 に属する人で、女は公的領域 を支える私的領域 に属する者 とな

っていったのだ。そ して人権宣言をした 『市民社会』としての 『近代社会』は、市民か ら 「女性」

(及び 「黒人」など)を 当然のように排除 していたのである。

欧米の 『近代社会』 は、20世 紀の後半になる と、ポス ト 『近代社会』 に姿 を変 えていった。

『国民国家』 としての 『近代社会』は、地域主義 に基づいて、国家(state)単 位の編成 を変更 さ

せ、 ヨーロッパ地域ではヨーロッパ共同体(EC)を 経て、マース トリヒ ト条約 を調印して、諸
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国連合体(ヨ ーロッパ ・ユニオン欧州連合EU)を 組織 し、政治 ・経済 ・社会の統合を進め始め

たのだ。アメリカ合衆国は、 もともと合州国(unitedstates)で あ り、連邦国家e連 合国家なので

ある。また 『近代社会』は、もう一つの地域主義 に基づいて、国家(state)単 位 の編成 を変更 さ

せ、中央集権制か ら地方分権の地方自治体を発達させた。人民は、国民ではなく、地域社会の住

民 になったのだ。『産業社会』 としての 『近代社会』は、資本主義経済体制のグローバ リゼーシ

ョン(グ ローバル化=世 界化)を 進展させ、国民経済(国 民国家単位の経済活動)か ら、多国籍

企業などの世界市場経済に変貌 してきた。『市民社会』 としての 『近代社会』は、公民権運動の

結果、個人の平等を推進 し、市民運動が展開され、女性差別撤廃に向けて 『ジェンダー』平等 を

実現 しようとしている。か くして 『近代社会』の変容によって、『性別』差別問題 は 『ジェンダ
ー』平等問題 に変容 してきたのである。

こうした 『近代社会』の変容の中で 日本の 「近代社会」は、20世 紀後半になって も、ポス ト

「近代社会」への変容、つまり 「国民国家」から脱 「国民国家」への変容、「産業社会」か ら脱

「産業社会」への変容、新 しい市民社会論への変容を示 していないのではないか。また、 自由 ・

平等な 『個人』のいない日本の 「近代社会」 は、市民平等 も達成 されずに、天皇制の中央集権国

家 としての 「近代社会」を未だ展開しているのだろう。 ここには、「性別」差別問題は顕在化 し

ている。 しか し日本社会の 「性別」差別問題 は、まさに 「性別」問題 なのである。これは天皇制

「近代社会」 に組み込まれている 「性別」のあ り方が問題になっているのだ。 しか しポス ト 「近

代社会」の性別のあり方(ジ ェンダー)に 向けて、問題が変容 しているわけではない。 日本社会

には 「ジェンダー」平等問題 を解決する 「ジェンダー」の視点がいまだな く、「ジェンダー」平

等問題 は未だ顕在化 していないのである。「性別」差別問題 と 「ジェンダー」平等問題の間で、

21世 紀の日本社会の 「男 ・女」 は、 どのような生活 を送ってい くのだろうか。
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